
「重点支援地方交付金」を活用した独自支援策

№ 支援内容 予算規模

◆目的

原油価格・物価高騰等の影響を受け、厳しい経営状況にある市内で事業を営む事業者の負担の軽減を図るた

め、金融機関から融資を受けた事業者に対して、宮城県信用保証協会に支払う保証料に相当する額を補助す

るもの。

◆対象

令和８年2月1日から令和９年1月31日までの間に、石巻市中小企業融資制度を活用し、金融機関から融資を

受けた事業者

◆対象要件

同上

◆支給額

事業者が信用保証協会に支払う信用保証料（※通常の融資制度では信用保証料全体の1/2を市から信用保証

協会に補給しており、さらに信用保証料全体の1/2を市が事業者に対して、直接補助するもの）

◆予算概算

①補助金：41,800千円（＠110千円×380件）、②通信運搬費：42千円（@110円×380件）、③手数料：42

千円（@110円×380件）、④広告料：2,640千円、⑤消耗品費：100千円

◆目的

燃料価格の高騰の影響を受け、厳しい経営状況にある市内で道路運送事業等を営む事業者に対し、事業継続

のための支援として、支援金を支給するもの。

◆対象

石巻市内に本店又は事務所がある事業者若しくは個人事業主

◆対象要件

申請日時点において、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業・一般貸

切旅客自動車運送事業・乗合バス事業（高速バス）・一般乗用旅客自動車運送事業・自動車運転代行業、一

般旅客定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業の許可・認定を受けている若しくは届出をしているこ

と

◆支給額

◆予算概算

支給額　54,410千円（①50,000千円＋②1,450千円＋③560千円＋③1,300千円＋④100千円＋⑤1,000千円）

①通信運搬費22千円（@110円×200件）、②手数料22千円（@110円×200件）、③消耗品費100千円

◆目的

清酒原料米の価格高騰が市内の清酒製造業者に及ぼす影響を緩和し、宮城県産米を使用した高品質酒造りの

生産基盤の維持・強化を図るため、清酒製造業者が購入した令和７年産の県産原料米の数量に応じて、その

経費の一部を補助するもの。

◆対象

市内の清酒製造業者

◆対象要件

同上

◆支給額

県産米の令和７年度と令和６年度の価格差分（値上げ分）の１/２分を県補助。残りの1/2分の1/2を市補助

とする。（県内の実施自治体の考えと同様）

◆予算概算

A酒造：年間2,000俵×35％（県産米3割強）×15,000円（値上げ額）×1/2（県補助率）×1/2（市補助率）

2,625,000円 ≒ 300万円

B酒造：年間5,800俵×40％（県産米４割米）×15,000円（値上げ額）×1/2（県補助率）×1/2　＝870万円

≒　900万円

3

清酒生産支援事業費補助

金

12,000千円

概　　要

1

信用保証料支援事業補助

金 （第５弾）

44,624千円

2

道路運送事業者等支援金

（第５弾）

54,554千円

区分 推定台数 単価 合計

小型・軽以外 1,600 30,000 48,000,000

小型 75 20,000 1,500,000

軽 50 10,000 500,000

② 一般貸切旅客自動車運送事業 145 10,000 1,450,000

③ 乗合バス事業 14 40,000 560,000

④ 一般乗用旅客自動車運送事業 260 5,000 1,300,000

⑤ 自動車運転代行業 20 5,000 100,000

⑥
一般旅客定期航路事業

人の運送をする不定期航路事業
20 50,000 1,000,000

2,184 - 54,410,000

※ 1社で複数の許可・認定等を受けている場合には、区分ごとに申請が可能

※上限は1社につき100万円
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代行随伴用自動車

海上タクシー

観光船等

貨物自動車運送事業

合計

①

高速バス



「重点支援地方交付金」を活用した独自支援策

№ 支援内容 予算規模概　　要

◆目的

燃油高騰により、経営状況が厳しくなっている漁業者に対し、漁業経営セーフティーネット構築事業で補填

が認められた漁船及び陸上設備の燃油購入費の一部を助成し、操業の継続を支援する。

◆対象

宮城県漁業協同組合のうち石巻市内に所在する各支所、牡鹿漁業協同組合、石巻市漁業協同組合、宮城県沖

合底びき網漁業協同組合、宮城県近海底曳網漁業協同組合、渡波漁船漁業協同組合、東北旋網漁業協同組

合、宮城県東部かつおまぐろ協同組合、北上川追波漁業協同組合に所属する組合員

◆対象要件

漁業経営セーフティーネット構築事業に加入している組合員（但し漁船については、石巻市に事業所等を有

する漁船を対象とし、ノリ、ワカメ等の陸上設備の燃油についても対象とする）。

◆支給額

支援内容：漁業経営セーフティーネット構築事業に加入しており、給油実績を報告し補填対象となった燃料

費の一部を補助（Ａ重油、灯油を対象とする）。

対象期間：令和8年1月から令和8年12月までの12か月間

補助額：給油1ℓにつき3円

補助金上限額：漁船 1隻につき年間補助金額100万円とする

◆予算概算

上限に達しない漁船　470万ℓ/年×＠3円＝14,100千円

上限に達する漁船　  　13隻　　　　　　    13,000千円

陸上設備　　     　　   50万ℓ/年×＠3円＝   1,500千円

◆目的

世界情勢の不安定化や円安の進行等により、施設園芸経営の生命線である燃油価格が高騰する状況が続いて

いる。園芸農家に対し、燃油購入費の一部を助成し、営農継続を支援する。

◆対象

加温施設を有する施設において、園芸作物を栽培し、販売している者。

◆対象要件

(1) 個人の場合は石巻市内に在住していること

(2) 法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地が石巻市内にあること

◆支給額

燃油購入量１リットル（プロパンガスは１立方メートル）当たり３円とする。

ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

・対象期間：令和７年９月１日～令和８年５月３１日の９か月間

◆予算概算

【補助金交付額】　　7,590千円

　・Ａ重油　　　2,000,000ℓ×3円＝6,000千円

　・灯油　　　　   130,000ℓ×3円＝  390千円

　・プロパンガス　400,000㎥×3円＝1,200千円

 

【事務費】　　　　　　　70千円

・振込手数料　100件×110円×２回＝　22千円

・通信運搬費　100件×140円×２回＝　28千円

・消耗品 　　　　　　　　　　　　　　20千円
◆目的

畜産農家の営農継続と経営の安定を図るため、配合飼料の購入に要する経費の一部を助成する。

◆対象

販売を目的として家畜を飼養している畜産農家。

◆対象要件

(1)  経営形態

　ア　個人の場合は石巻市内に在住していること

　イ　法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地が石巻市内にあること

(2) 家畜を飼養かつ販売しており、今後も継続して販売を目的とした飼養を継続することを誓約するもの

◆支給額

令和７年１月から令和８年12月までの配合飼料購入量×2,000円／トン（上限200万円）

※令和７年度において、新たに販売を目的とした家畜の飼養を開始した場合は、家畜の飼養を開始した月か

ら申請締切月（令和７年１月予定）の前月までの月平均に使用開始月から令和８年３月までの月数分乗じた

数量を助成対象とする。

◆予算概算

【補助金交付額】　　30,000千円

　・12,000トン×2,000円　　　　　　　　　　＝24,000千円（124経営体見込み）

　・2,000千円（上限額）×３経営体（見込み）＝  6,000千円灯

　

【事務費】　　　　　　　93千円

・振込手数料　124件×110円×２回＝　28千円

・通信運搬費　124件×140円×２回＝　35千円

・消耗品 　　　　　　　　　　　　　　30千円

6

配合飼料高騰対策事業 30,093千円

5

燃油高騰対策事業

（園芸農家対象分）

7,660千円

4

燃油高騰対策事業（漁業

者対象分）

28,600千円


